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提案理由  

国に対し、ＵＲ賃貸住宅に安心して住み続けられるよう強く求める。  

これが、本案を提出する理由である。  



ＵＲ賃貸住宅に安心して住み続けられるよう求める意見書  

 

八千代市内には、ＵＲ賃貸住宅（旧公団住宅）が約１万５，０００戸余りあ

る。ＵＲ賃貸住宅で暮らす居住者の状況は、昨年９月に全国公団住宅自治会協

議会が実施した「第１１回団地の生活と住まいアンケート」調査によれば、世

帯主の年齢が６５歳以上の世帯が全体の６８．４％、７０歳以上では５５．

０％を占めており、世帯主の高齢化が一段と進んでいることが分かる。また、

世帯の収入では、７０．２％が年金を受給している世帯であり、収入が２４２

万円未満の世帯は４９．３％となっている。さらに、ＵＲ賃貸住宅は、住宅の

確保が困難な世帯にとって「セーフティネット」としての役割があるが、公営

住宅への入居が可能な収入の世帯が半数を占める状況の下で、７７．０％の世

帯が家賃の負担の重さを訴える結果となっている。居住者が住んでいて一番不

安に感じていることでは、「家賃値上げや収入の減少で家賃が払えなくなるこ

と」と答えた世帯が６３．６％である一方、それでも、住み慣れた「公団住宅

に住み続けたい」とする世帯が７４．０％という状況となっている。 

さらに、ＵＲ賃貸住宅の削減は、公共住宅の充実を求める市民に逆行するもの

である。 

移転については、納得と同意を前提に「借地借家法」の趣旨に沿って対応す

ることが求められる。国土交通大臣は国会で「居住者の同意が前提ということ

になる」（２０１５年４月１６日参議院国土交通委員会）と答弁している。 

これまで居住者は、地域の子供や子育て世代、高齢者など全ての世代が安心

して生活できるよう環境を整備し、文化を育み、良好なコミュニティを形成す

るための努力を続けてきた。その居住者が、今後も住み慣れた団地に住み続け

たいと願っている。 

よって、本市議会は国に対し、下記の事項について強く求めるものである。 

記 

１ ＵＲ賃貸住宅の家賃を居住者の収入に応じた支払いが可能な家賃制度にす

ること。 

２ 独立行政法人都市再生機構法第２５条第４項の「家賃の減免規定」を家賃

支払い困難者に適用すること。 



３ ＵＲ賃貸住宅を「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律」（住宅セーフティネット法）の受け皿として機能を充実させること。 

４ ＵＲ賃貸住宅のバリアフリー化を促進し、地域包括ケアシステムで居住の

充実を図ること。 

５ 移転に当たっては、居住者への十分な説明と納得・同意を前提とし、「借

地借家法」の趣旨に基づき対応すること。 

６ 移転先については、移転者の要望に最大限応えるとともに、選定に当たっ

ては情報を公開し厳正かつ公正に行うこと。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  
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